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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バイオマスを採取したサンプルが固定される挿入部、
　内部に溶解剤を収容し、前記挿入部が挿入されて前記採取したバイオマスから生体分子
を抽出する本体部、及び、
　前記挿入部または本体部に備える少なくとも１つの吐出部を備え、
　前記挿入部は、サンプルが固定される少なくとも１つの固定部を備え、
　前記固定部は、サンプルがテープで固定され、
　前記固定部の接着性結合は、前記採取したサンプルに存在する接着性を利用して結合す
るか、または接着性物質が前記固定部に塗布されてサンプルの結合が行われることを特徴
とする、生体分子抽出器。
【請求項２】
　前記固定部は、少なくとも一部が曲がった曲線状になることを特徴とする、請求項１に
記載の生体分子抽出器。
【請求項３】
　前記本体部は、内部に所定の空間が形成されて前記溶解剤が収容され、前記挿入部が挿
入されて前記溶解剤に沈潜するチャンバを含む、請求項１に記載の生体分子抽出器。
【請求項４】
　前記チャンバの入口を密封する遮蔽膜をさらに備え、前記溶解剤は前記チャンバ内に収
容され、密封した状態で提供されることを特徴とする、請求項３に記載の生体分子抽出器
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。
【請求項５】
　前記本体部は、前記挿入部を前記チャンバへ案内する導入部をさらに含む、請求項３に
記載の生体分子抽出器。
【請求項６】
　前記挿入部は、前記導入部と対応する形態に形成され、前記導入部の内壁と密着して前
記チャンバを密閉する密閉部を含む、請求項５に記載の生体分子抽出器。
【請求項７】
　前記密閉部は、強度補強のための補強リブを含む、請求項６に記載の生体分子抽出器。
【請求項８】
　前記吐出部は、サンプルを定量吐出させるための吐出流路と拡張吐出口を含む、請求項
１に記載の生体分子抽出器。
【請求項９】
　前記吐出流路は、死空間を最小化するために吐出口の内径よりも小さな内径を有するこ
とを特徴とする、請求項８に記載の生体分子抽出器。
【請求項１０】
　前記吐出部を脱着可能に密封するシーリングキャップをさらに含む、請求項８に記載の
生体分子抽出器。
【請求項１１】
　前記チャンバの外壁に形成され、前記サンプルを定量吐出させることができるように押
圧する押え部をさらに含む、請求項３に記載の生体分子抽出器。
【請求項１２】
　前記サンプルが前記溶解剤と接触する表面積と前記溶解剤の容積との比は、０.４乃至
９.１５であることを特徴とする、請求項１に記載の生体分子抽出器。
【請求項１３】
　バイオマスを採取したサンプルを挿入部に固定させるステップ、
　内部に溶解剤が収容された本体部に前記挿入部を挿入するステップ、及び
　前記挿入部または本体部のうちいずれか１つに備えられた吐出部を介して前記バイオマ
スから抽出した生体分子を吐出するステップを備え、
　前記サンプルは、テープにより前記挿入部に固定され、
　前記サンプルが前記溶解剤と接触する表面積と前記溶解剤の容積との比は、０.４乃至
９.１５であることを特徴とする、生体分子抽出方法。
【請求項１４】
　前記導入部と密閉部は、断面が楕円または円状に形成されることを特徴とする、請求項
６に記載の生体分子抽出器。
【請求項１５】
　前記押え部は、周辺外壁よりも大きな厚さを有する陽刻形態に形成され、
　前記押え部の周囲に形成され、周辺外壁よりも小さな厚さを有する陰刻部をさらに含む
、請求項１１に記載の生体分子抽出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体分子抽出器及び生体分子抽出方法に関し、より詳細には、組織、細胞の
ようなバイオマスからタンパク質や核酸などの生体分子抽出過程を単純化し、所要する時
間を低減して使用者の便宜性を高め、死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化して溶解
剤の投入容量に対比したサンプルの表面積の比率を極大化することにより生体分子の抽出
濃度を高め、バッファの使用量を最小化することができるだけでなく、抽出したサンプル
を一定に定量吐出して別途の装置や付帯器具なしに効率的な検査が円滑に行えるようにし
た生体分子抽出器及び生体分子抽出方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　細胞溶解（ｃｅｌｌ ｌｙｓｉｓ）とは、細胞の分解に伴って細胞膜が破裂すると同時
に、細胞質（ｃｙｔｏｐｌａｓｍａ）が曝される現象をいう。このような細胞溶解は、細
胞分析及びタンパク質の精製において１次的に経なければならない過程であって、タンパ
ク質の抽出／分離だけでなく、分子生物学及び分子診断などに用いられるＰＣＲ（Ｐｏｌ
ｙｍｅｒａｓｅ Ｃｈａｉｎ Ｒｅａｃｔｉｏｎ）のような増幅過程の前段階において、Ｄ
ＮＡ（ｄｅｏｘｙｒｉｂｏｎｕｃｌｅｉｃ ａｃｉｄ）またはＲＮＡ（ｒｉｂｏｎｕｃｌ
ｅｉｃ ａｃｉｄ）のような核酸（ｎｕｃｌｅｉｃ ａｃｉｄ）を分離するためによく用い
られる。
【０００３】
　細胞破砕（ｃｅｌｌ ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ）のための細胞溶解方式としては、大きく
、光学的（ｏｐｔｉｃａｌ）、音響学的（ａｃｏｕｓｔｉｃ）、電気的（ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌ）、及び機械的（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ）方式があり、殆ど溶解剤（ｌｙｓｉｓ 
ｂｕｆｆｅｒ）ベースに多様な機械的、物理的方式の外力（ｅｘｔｅｒｎａｌ ｆｏｒｃ
ｅ）及び刺激（ｓｔｒｅｓｓ）を加える形態で施される。
【０００４】
　　光学的細胞溶解は、レーザマイクロパルス（ｌａｓｅｒ ｍｉｃｒｏｐｕｌｓｅ）を
ターゲット細胞に照射してキャビテーション気泡（ｃａｖｉｔａｔｉｏｎ ｂｕｂｂｌｅ
）を形成し、キャビテーション気泡が膨張することによって細胞を破壊する方式である。
光学的細胞溶解は、特定の細胞の内部または隣接した位置にレーザを加えるようになるこ
とによって瞬間的に発生する熱に起因して細胞及びタンパク質を変性させる可能性があり
、レーザ発生のための別途の装置が付加されなければならないという短所が存在する。
【０００５】
　音響学的細胞溶解は、細胞溶液または懸濁液を、超音波水槽に位置したチャンバ内に置
いて超音波を加え、細胞を破壊する方式である。超音波を用いた細胞破壊は、超音波のエ
ネルギー分布を均一に形成し難いため、一貫性のある結果が得られ難く、細胞破壊に多大
な時間が所要され、熱の発生に因るタンパク質の破壊または変形を誘発することがある。
【０００６】
　電気的細胞溶解は、細胞に電場を加えて細胞の膜電位差を発生させ、細胞を破壊する方
式である。細胞壁に衝撃を加えるという点で、冷凍－解凍法、加熱法、浸透圧衝撃法など
のようなその他の細胞溶解方式と類似した側面がある。しかし、このような方式は、細胞
に熱的衝撃を与えることにより細胞のタンパク質損傷をもたらすことがあるという問題点
がある。
【０００７】
　機械的細胞溶解は、圧着機、ビーズ粉砕機などを用いるものである。具体的に、圧着機
（ｐｒｅｓｓｅｓ）は、実験室レベルでよく用いられるステンレススチールからなる中空
のシリンダ状胴体内に細胞の塊り（ｃｅｌｌ ｐａｓｔｅ）を満たした後、細胞を高圧下
でシリンダの床にあるニードルバルブ（ｎｅｅｄｌｅ ｖａｌｖｅ）を介して大気圧状態
に押し出すことにより細胞破砕を行う。
【０００８】
　高速ビーズ粉砕機（ｂｅａｄ ｍｉｌｌｓ）は、小さなガラスまたは鉄玉（２０～５０
個）で満たされた粉砕室（ｇｒｉｎｄｉｎｇ ｃｈａｍｂｅｒ）を備えており、モータに
より駆動軸に取り付けられた円盤またはインペラを回転させて玉を撹拌して、高いせん断
力（ｓｈｅａｒｉｎｇ ｆｏｒｃｅ）と衝撃力（ｉｍｐａｃｔ ｆｏｒｃｅ）を用いて細胞
を粉砕する。
【０００９】
　このような機械的細胞溶解は、少量のサンプルに適用することが難しく、高価の装備、
広い空間、多段階の工程及び処理時間が必要であるという問題点がある。
【００１０】
　一方、ホモジナイザ（ｈｏｍｏｇｅｎｉｚｅｒ）は、エッペンチューブ（Ｅ－ｔｕｂｅ
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、Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ－ｔｕｂｅ）または多様な容量のファルコンチューブ（ｆａｌｃｏ
ｎｔｕｂｅ）などに溶解剤（ｌｙｓｉｓ ｂｕｆｆｅｒ）を満たした状態で、使用者がス
ティックを回転させて細胞溶解及び破砕を行うが、サンプル獲得用テープまたはディスク
を含浸させるために相対的に多くの溶解剤が必要となり、スティックの回転時、サンプル
が飛び出るか、或いはバッファが溢れ出すようになる問題が生じることがある。
【００１１】
　その他にも、エッペンチューブ（Ｅｐｐｅｎｄｏｒｆ－ｔｕｂｅ）やペトリ皿（Ｐｅｔ
ｒｉ ｄｉｓｈ）自体を用いる場合に、疎水性であるサンプルに溶解剤を適用するために
相対的に多くのバッファを必要とし、ピペット（ｐｉｐｅｔｔｅ）のような器具を用いて
複数回のピペット操作（ｐｉｐｅｔｔｉｎｇ）などの更なる作業が必要であるという問題
点がある。
【００１２】
　一方、細胞溶解による細胞溶解物（ｃｅｌｌ ｌｙｓａｔｅｓ）は、特殊なタンパク質
の検出検査（ｗｅｓｔｅｒｎ ｂｌｏｔｔｉｎｇ）または免疫沈澱法（ｉｍｍｕｎｅ ｐｒ
ｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ）などに頻繁に用いられており、核酸（ＤＮＡ、ＲＮＡ）を抽出
する場合、ＰＣＲまたはシークエンシング（ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ）を用いた分子診断（
ｍｏｌｅｃｕｌａｒ ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ）及び遺伝子分析などに応用される。上記
過程は、特定のタンパク質自体を検出するか、或いは分子間の相互作用を検査することに
より行われる。
【００１３】
　そこで、細胞溶解は、バイオマスから抽出する生体分子（タンパク質または核酸など）
の産出物の量が十分であり、精製濃度が高く、抽出物の損失または変形が起こらないよう
にすることが好適であるが、このために、通常、高価のタンパク質分解酵素阻害剤（ｐｒ
ｏｔｅａｓｅｓ ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ）などを用いる。したがって、良質の細胞溶解は、
バイオマスサンプルに対して速く行われ、即刻に分析されなければならないので、生体分
子の抽出過程を単純化して、所要する費用と時間を低減する必要性がある。
【００１４】
　しかし、上述したように、既存の細胞溶解及び破砕を通じた生体分子抽出装置と方法は
、各手順を行う過程中に遠心分離機（ｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌ ｓｅｐｅｒａｔｏｒ）や
ピペット（ｐｉｐｅｔｔｅ）などの付帯装置及び器具が必須的であり、システムと関連し
た複雑な手順を行わなければならないので、多大な空間、費用と時間を必要とする。
【００１５】
　さらに、サンプル獲得用テープやディスクを用いる場合、サンプルの接触面を極大化す
るためにサンプルが浸かる程度の溶解剤を必要とし、多量の溶解剤を適用することによっ
て抽出濃度が減少するようになるので、多量のサンプル、すなわち、バイオマスを採取し
なければならず、サンプルを細かく切るか（ｃｈｏｐｐｉｎｇ）、剥離／解離（ｄｉｓｓ
ｏｃｉａｔｉｎｇ）させる更なる作業を必要とするという問題点がある。
【００１６】
　また、サンプルからタンパク質または核酸のような生体分子を抽出した後、環境汚染及
び人体安全性に影響を及ぼす可能性のある残渣の処理という問題が残る。
【００１７】
　したがって、バイオマス内の生体分子抽出過程を単純化して所要する空間と時間を低減
することにより、使用者の便宜性を高め、少量のサンプルのみを適用しながらも抽出した
生体分子の損傷を最小化し、相対的に高い濃度を抽出して、一貫性のある結果を期待する
ことができる生体分子抽出器（ｂｉｏｍｏｌｅｃｕｌｅ ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ ｄｅｖｉ
ｃｅ）の必要性が台頭している。
【００１８】
　ひいては、このような生体分子抽出器は、死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化し
て、投入する溶解剤（ｌｙｓｉｓ ｂｕｆｆｅｒ）の容量に対比したサンプルの面積比率
を極大化することにより生体分子の抽出濃度を高め、バッファの使用量を低減することが
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できるだけでなく、抽出したサンプルを一定に定量吐出して、検査を効率的でかつ円滑に
行うことができなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の実施例は、組織、細胞のようなバイオマスからタンパク質または核酸などの生
体分子抽出過程を単純化して所要する時間と空間を低減することにより、使用者の便宜性
を高めようとするものである。
【００２０】
　また、死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化して、投入する溶解剤（ｌｙｓｉｓ ｂ
ｕｆｆｅｒ）の容量に対比したサンプルの面積比率を最大化することにより生体分子抽出
濃度を高め、バッファの使用量を低減することができるだけでなく、抽出したサンプルを
一定に定量吐出して各種の検査を効率的に行うことを図るものである。
【００２１】
　また、別途の装置や付帯器具を適用する必要がなく、抽出した生体分子の損傷を最小化
し、少量のサンプルのみを適用しながらも一貫性のある検査結果を期待することができる
、独立した使用が可能な生体分子抽出器及び生体分子抽出方法を提供しようとするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の多様な応用における一例の一側面によると、バイオマスを採取したサンプルが
固定される挿入部と、内部に溶解剤を収容し、前記挿入部が挿入されて前記採取したバイ
オマスから生体分子を抽出する本体部と、前記挿入部または本体部に備える少なくとも１
つの吐出部とを含む生体分子抽出器を提供することができる。
【００２３】
　前記挿入部は、サンプルを固定する少なくとも１つの固定部を含んでなることができる
。
【００２４】
　さらに、前記固定部は、サンプルが接着性結合または物理的結合で固定することができ
る。
【００２５】
　前記固定部の接着性結合は、採取したサンプルに存在する接着性を利用して結合するか
、または接着性物質が固定部に塗布されてサンプルの結合を行うことができる。
【００２６】
　ここで、前記固定部は、少なくとも一部が曲がった曲線状になっていてよい。
【００２７】
　前記固定部の物理的結合は、サンプルを嵌め込み結合で固定するように構成することが
できる。
【００２８】
　前記固定部は、前記サンプルの少なくとも一部が固定されていてよい。
【００２９】
　前記本体部は、内部に所定の空間が形成されて前記溶解剤が収容され、前記挿入部が挿
入されて溶解剤に沈潜するチャンバを含んでなることができる。
【００３０】
　この時、前記溶解剤は、抽出しようとする生体分子の種類によってその組成及び成分が
変わってもよい。
【００３１】
　本発明の実施例による生体分子抽出器は、前記チャンバの入口を密封する遮蔽膜をさら
に含み、前記溶解剤は、チャンバ内に収容され、密封した状態で提供されることができる
。場合によっては、別途の使い捨て容器に必要な定量の溶解剤が密封された形態で提供さ
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れることができる。
【００３２】
　一方、前記本体部は、前記挿入部をチャンバへ案内する導入部をさらに含んでなること
ができる。
【００３３】
　ここで、前記挿入部は、前記導入部と対応する形態で形成され、前記導入部の内壁と密
着して前記チャンバを密閉する密閉部を含んでなることができる。
【００３４】
　さらに、前記導入部と密閉部は、断面が楕円または円状に形成されていてよい。
【００３５】
　また、前記密閉部は、強度補強のための補強リブを含んでなることができる。
【００３６】
　前記吐出部は、サンプルを定量吐出させるための吐出流路と拡張吐出口を含んでなるこ
とができる。
【００３７】
　前記吐出流路は、死空間を最小化するために吐出口の内径よりも小さな内径を有するよ
うに構成することができる。
【００３８】
　本発明の実施例による生体分子抽出器は、前記吐出部を脱着可能に密封するシーリング
キャップをさらに含んでなることができる。
【００３９】
　本発明の実施例による生体分子抽出器は、前記チャンバの外壁に形成され、前記サンプ
ルを定量吐出させることができるように押圧する押え部をさらに含んでなることができる
。
【００４０】
　ここで、前記押え部は、周辺外壁よりも大きな厚さを有する陽刻形態に形成することが
できる。
【００４１】
　さらに、本発明の実施例による生体分子抽出器は、前記押え部の周囲に形成され、周辺
外壁よりも小さな厚さを有する陰刻部をさらに含んでなることができる。
【００４２】
　この時、前記サンプルが前記溶解剤と接触する表面積と前記溶解剤の容積との比（ＳＡ
：Ｖ ｒａｔｉｏ＝ｓａｍｐｌｅ ｓｕｒｆａｃｅ ａｒｅａ／ｂｕｆｆｅｒ ｖｏｌｕｍｅ
）は、０.４乃至９.１５であり得る。
【００４３】
　本発明の他の側面によると、バイオマスを採取したサンプルを挿入部に固定させるステ
ップ、内部に溶解剤が収容された本体部に前記挿入部を挿入するステップ、及び、前記挿
入部または本体部のうちいずれか１つに備えられた吐出部を介して前記バイオマスから抽
出した生体分子を吐出するステップを含む生体分子抽出方法を提供することができる。
【００４４】
　本発明の他の側面によると、内部に溶解剤を収容するチャンバ、及び、バイオマスを採
取した２つのサンプル獲得用テープが互いに離隔して対向するように付着された後、前記
チャンバの内部に挿入される挿入部を含み、前記２つのサンプル獲得用テープの非接着面
は、前記チャンバの両側内壁にそれぞれ密着され、前記溶解剤は、前記２つのサンプル獲
得用テープの接着面の間の空間に満たすことができる。
【００４５】
　本発明のさらに他の側面によると、バイオマスを採取したサンプル獲得用テープがチャ
ンバの内部に収容された溶解剤中に挿入されて採取したバイオマスが溶解され、前記サン
プル獲得用テープが前記溶解剤と接触する表面積と前記チャンバの内部に収容された溶解
剤の容積との比は、０.４乃至９.１５であり得る。
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【発明の効果】
【００４６】
　本発明の実施例は、組織、細胞のようなバイオマスから生体分子（タンパク質、核酸な
ど）抽出過程を単純化して所要する時間と空間を低減することにより、使用者の便宜性を
高めることができる。
【００４７】
　また、死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化して、投入する溶解剤（ｌｙｓｉｓ ｂ
ｕｆｆｅｒ）の容量に対比したサンプルの面積比率を最大化することにより生体分子抽出
濃度を高め、バッファの使用量を低減することができるだけでなく、抽出したサンプルを
一定に定量吐出して、各種の検査を効率的に行うことができる。
【００４８】
　また、別途の装置や付帯器具を適用する必要がなく、抽出した生体分子の損傷を最小化
し、少量のサンプルのみを適用しながらも一貫性のある検査結果を期待することができる
、独立した使用が可能な生体分子抽出器及び生体分子抽出方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】図１は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の分解斜視図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による生体分子抽出器を長軸方向に切開した切開斜視
図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の挿入部を短軸方向に切開した
切開斜視図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の挿入部が本体部に挿入された
後、バイオマス溶解物を定量吐出する状態を示した断面図である。
【図６】図６は、図４のＡ－Ａ'の断面図である。
【図７】図７は、本発明の一実施例による生体分子抽出器のＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏを既存
の方式と比較したグラフである。
【図８】図８は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の抽出濃度を既存の方式と比較
したグラフである。
【図９】図９は、サンプル処理後の定量吐出のための拡張吐出口設計用変数を示した構成
図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の押え部の変形例を示した
斜視図と部分断面図及びチャンバ内壁の押圧時の変形図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施例によって提案された生体分子抽出器を用いたタン
パク質抽出過程を示した工程図である。
【図１２】図１２は、本発明の他の実施例による生体分子抽出器の斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の他の実施例による生体分子抽出器の断面図である。
【図１４】図１４は、本発明の他の実施例による生体分子抽出器の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳しく説明する。しかし、本発
明は、ここで説明される実施例に限定されるものではなく、他の形態に具体化することも
できる。却って、ここで紹介される実施例は、開示された内容が徹底的かつ完全になるよ
うに、また、当業者に本発明の思想が十分伝達されるようにするために提供されたもので
ある。明細書の全体にかけて同一の参照番号は、同一の構成要素を示す。
【００５１】
　図１は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の斜視図であり、図２は、本発明の一
実施例による生体分子抽出器の分解斜視図であり、図３は、本発明の一実施例による生体
分子抽出器を長軸方向に切開した切開斜視図である。図４は、本発明の一実施例による生
体分子抽出器の挿入部を短軸方向に切開した切開斜視図であり、図５は本発明の一実施例
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による生体分子抽出器の挿入部が本体部に挿入された後、バイオマス溶解物を定量吐出す
る状態を示した断面図であり、図６は、図４のＡ－Ａ'の断面図である。図７は、本発明
の一実施例による生体分子抽出器のＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏを既存の方式と比較したグラフ
であり、図８は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の抽出濃度を既存の方式と比較
したグラフであり、図９は、サンプル処理後の定量吐出のための拡張吐出口設計用変数を
示した構成図である。
【００５２】
　図１乃至図９を参照すると、本発明の一実施例による生体分子抽出器（１０００）は、
大きく、バイオマスを採取したサンプルが固定される挿入部（１００）と、内部に溶解剤
を収容し、前記挿入部（１００）が挿入されて前記採取したバイオマスから生体分子を抽
出する本体部（２００）と、前記挿入部（１００）または本体部（２００）に備える少な
くとも１つの吐出部（３００）とを含んでなることができる。
【００５３】
　前記挿入部（１００）は、サンプルを固定する少なくとも１つの固定部（１１０、１２
０）を備えることができるが、前記固定部（１１０、１２０）は、サンプルが接着性結合
または物理的結合で固定することができ、バイオマスを採取したサンプルは、採取方式に
よって、例えば接着面のあるテープまたはメンブレンなどを適切に適用することができる
。
【００５４】
　前記固定部（１１０、１２０）が接着性結合でサンプルを固定する場合は、接着面のあ
るテープ、すなわち、例えば接着性物質が塗布された接着面を有するサンプル獲得用テー
プ（１０）などが用いられ、サンプルの採取後、テープに残っている接着性を利用して固
定部に結合される。また、他の方式としては、固定部（１１０、１２０）に接着性物質を
塗布して、非接着性のサンプルを固定するように構成することができる。
【００５５】
　前記固定部（１１０、１２０）が物理的結合でサンプルを固定する場合は、嵌め込み結
合で固定することができるが、これは、他の実施例において説明する。
【００５６】
　本実施例の場合、サンプル獲得用テープ（１０）が用いられ、前記挿入部（１００）は
、前記サンプル獲得用テープ（１０）の少なくとも一部が接触して付着される固定部（１
１０、１２０）を備えることができる。
【００５７】
　ここで、前記固定部（１１０、１２０）は、内側に形成された第１固定部（１１０）と
、前記第１固定部（１１０）の外側に形成された第２固定部（１２０）とを含んでなるこ
とができる。前記第１固定部（１１０）と第２固定部（１２０）は、同一平面上で垂直下
方に延長した形態で、それぞれ２個ずつ備えられていてもよい。
【００５８】
　さらに、前記サンプル獲得用テープ（１０）は、前記第１固定部（１１０）と第２固定
部（１２０）を中心として互いに対向するように２つが付着されることができる。前記サ
ンプル獲得用テープ（１０）は、ディスク（ｄｉｓｋ）状になっていてもよいが、実際に
、米国のＣｕｄｅｒｍ社で製造したＤ－Ｓｑｕａｍｅ ｄｉｓｋのような製品を用いるこ
とが可能である。
【００５９】
　このようなサンプル獲得用テープ（１０）は、一面は接着面（１２）からなり、他面は
非接着面（１４）からなることができるが、前記サンプル獲得用テープ（１０）の接着面
（１２）を被験者の肌に貼ってから引き剥がすと、角質からなる肌の組織が前記接着面（
１２）に付いて採取され、これを用いてタンパク質の抽出を行うことができる。
【００６０】
　このように肌の組織を採取した２つの前記サンプル獲得用テープ（１０）は、前記第１
固定部（１１０）と第２固定部（１２０）を中心に互いに一定間隔離した状態で、それぞ
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れの接着面（１２）が対向した状態で付着され、固定することができる。この時、前記サ
ンプル獲得用テープ（１０）は、前記第１固定部（１１０）と第２固定部（１２０）を中
心に一定間隔離隔して付着されるので、前記サンプル獲得用テープ（１０）同士で互いに
接着することが防止できる。
【００６１】
　前記２つのサンプル獲得用テープ（１０）は、前記第１固定部（１１０）と第２固定部
（１２０）の厚さ分だけ互いに離隔するが、前記挿入部（１００）が前記本体部（２００
）に挿入された時、前記サンプル獲得用テープ（１０）の間の空間に溶解剤（２０）が満
たされるようになる。
【００６２】
　したがって、前記固定部（１１０、１２０）の厚さは、前記２つのサンプル獲得用テー
プ（１０）の離隔距離となるとともに、投入される溶解剤（２０）の容積を決める要素と
なる。
【００６３】
　ここで、前記第１固定部（１１０）と第２固定部（１２０）は、同一の厚さに形成する
か、或いは内側に位置した第１固定部（１１０）が第２固定部（１２０）よりも薄肉に形
成することができる。また、テープ（１０）の剛性により互いに接着しない十分な間隔が
維持される場合には、第１固定部（１１０）は最小厚さとするか、或いは除去しても差し
支えない。この場合、外側に位置した第２固定部（１２０）の厚さ分だけ、前記２つのサ
ンプル獲得用テープ（１０）が離隔される。第２固定部（１２０）においてテープ（１０
）が固定される部分は、テープ（１０）の外径よりも若干大きなサイズと厚さ分だけ陰刻
形態になっており、テープ（１０）が固定された後、挿入部（１００）がチャンバ（２１
０）に挿入される時、テープ（１０）の突出により引っかかるか、若しくは死領域の発生
を防止することができる。そして、内側に位置した第１固定部（１１０）は、前記サンプ
ル獲得用テープ（１０）の中心部分が互いに接着することを防止する役目をする。
【００６４】
　前記第１固定部（１１０）と第２固定部（１２０）は、所定の厚さを有する直線状のバ
ー（ｂａｒ）形態になっていてよいが、本実施例では、少なくとも一部が曲がった曲線状
になる。このように、前記第１固定部（１１０）と第２固定部（１２０）の一部が曲線状
となることにより、後述する押え部（２１２、図１０参照）を使用者が押圧する時、第１
固定部（１１０）や第２固定部（１２０）により干渉されずに押圧することができる。前
記第１固定部（１１０）には、必要に応じて凹凸状の構造が追加されて、サンプル獲得用
テープ（１０）の付着面を最小化し、サンプル獲得用テープ（１０）と溶解剤（２０）の
露出面積を最大化することができ、溶解剤（２０）の自由な移動を可能とする。
【００６５】
　前記本体部（２００）は、内部に所定の空間が形成されて前記溶解剤（２０）が収容さ
れ、前記サンプル獲得用テープ（１０）が挿入されて溶解剤（２０）に沈潜するチャンバ
（２１０）を備えることができる。
【００６６】
　さらに、前記チャンバ（２１０）の下部にはベース（２２０）が備えられ、前記チャン
バ（２１０）を支持して立てることができるように構成される。この時、前記ベース（２
２０）は、本体部（２００）が安定して立っていることができるように、下方へ行くほど
断面積が大きくなるように傾斜を持つ形態に形成することができる。
【００６７】
　前記チャンバ（２１０）の内部空間の厚さは、前記２つのサンプル獲得用テープ（１０
）が挿入された時、それぞれの非接着面（１４）が前記チャンバ（２１０）の内壁に密着
することができる程度に構成することが好ましく、これにより、前記チャンバ（２１０）
に収容された溶解剤（２０）は、殆どが前記２つのサンプル獲得用テープ（１０）の間の
空間に満たされるようになる。
【００６８】
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　このように構成することで死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化し、最小限の溶解
剤（２０）を適用するにもかかわらず、前記サンプル獲得用テープ（１０）との接触面が
最大化されて、生体分子の抽出濃度を少量のサンプルでも測定可能な水準に上げることが
できるようになる。
【００６９】
　特に、従来には、サンプル獲得用テープ（１０）に付いている肌組織のサンプルは疎水
性（ｈｙｄｒｏｐｈｏｂｉｃ）からなり、溶解剤（２０）が自然に行き渡らないので、強
制的に外力を加えるか、或いは装置を介して更なる作業を行わなければならなかった。ま
た、含浸時、テープ（１０）が上に浮び上がる問題のため、これを防止するために持続的
にテープ（１０）に外力を加えなければならないという問題があった。
【００７０】
　また、本発明の一実施例による生体分子抽出器（１０００）は、上記説明したように、
溶解剤（２０）の容積に対比したサンプル獲得用テープ（１０）との接触面を相対的に非
常に大きくすることにより、１～２回振って静置しておくことのみで細胞溶解を行うこと
ができる。これは、挿入部（１００）と本体部（２００）の挿入結合の際に強い固定力を
維持させることができ、別途の強制的な外力や更なる作業なしに溶解剤（２０）がテープ
の間の空いた空間を満たし、その接触状態を効果的に維持することができるため、タンパ
ク質の抽出効率を飛躍的に高めることができる。
【００７１】
　このような事実は、図７と図８のグラフを通じても確認することができる。図７は、本
発明の一実施例による生体分子抽出器（ＰＥＤ、Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ 
Ｄｅｖｉｃｅ、１０００）のサンプル獲得用テープ（１０）が溶解剤（２０）と接触する
表面積（Ｓｕｒｆａｃｅ Ａｒｅａ）と、チャンバ（２１０）の内部に収容された溶解剤
（２０）の容積（Ｂｕｆｆｅｒ Ｖｏｌｕｍｅ）との比（ＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏ）を既存の
方式と比較したものである。
【００７２】
　既存のペトリ皿とエッペンチューブを適用した場合は、いずれもＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏ
が０.４を超えていなかった。しかしながら、本発明を適用した場合には、Ｃｕｄｅｒｍ
社で製造したＤ－Ｓｑｕａｍｅ ｄｉｓｋのような製品を使用する時、テープ（１０）の
断面積が３８０ｍｍ２であり、投入される溶解剤（２０）の量がテープ当たり２００Ｌで
あるので、計算上０.４を超えて１.９に当たるが、抽出器の射出成形作製時における公差
及び金型の余裕空間確保などによって、実際には１.４を上回ることを確認することがで
きる。
【００７３】
　このようなＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏは、理論的にサンプル獲得用テープ（１０）の離隔距
離を低減することによりさらに増加させることができるが、２つのテープ（１０）同士の
付着を防止しながら、１回の目標吐出量である３５～４０μｌと、吐出の際に押圧可能で
ある実質的な最小間隔が１００μｍ程度であることを考慮する時、約９.１５まで増加さ
せることができる。
【００７４】
　このように、本発明は、ＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏを相対的に大きくして最適化することに
より、最小サンプル量で以ってタンパク質の抽出を行うことができ、抽出濃度もまた高め
ることができるという長所がある。
【００７５】
　実際、図８のグラフから確認できるように、既存のペトリ皿とエッペンチューブを適用
するとともに同一の容量（２５０μｌ／ｄｉｓｋ）の溶解剤を投入した場合に抽出された
総タンパク質（ｔｏｔａｌ ｐｒｏｔｅｉｎ）濃度は、いずれも４０μｇ／ｍｌの内外の
値を有するが、本発明の場合は６３.４μｇ／ｍｌを記録し、既存よりも遥かに高いタン
パク質の抽出効率を示すことを確認することができる。
【００７６】
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　一方、前記チャンバ（２１０）の入口は、開放した状態で構成されるか、或いは遮蔽膜
（２１８）を備えていてもよい。開放した状態で提供される場合は、使用者が挿入部（１
００）を挿入する前にチャンバ（２１０）の内部に溶解剤（２０）を投入するようになり
、遮蔽膜（２１８）が備えられた場合には、一定量の溶解剤（２０）が予めチャンバ（２
１０）の内部に収容された状態で提供されることができる。
【００７７】
       前記遮蔽膜（２１８）は、例えばアルミニウム箔やビニル膜などからなり、チャ
ンバ（２１０）の入口を密封するように構成することができ、使用者は、遮蔽膜（２１８
）を除去した後に挿入部（１００）を挿入するか、或いは挿入部（１００）を押し込んで
遮蔽膜（２１８）を破ることによりチャンバ（２１０）の内部に挿入することができる。
前記遮蔽膜（２１８）の位置は、チャンバ（２１０）の入口に固定されたものではなく、
必要に応じて導入部（２３０）にも設けることができる。
【００７８】
       前記チャンバ（２１０）の上部には、導入部（２３０）を備えていてよい。前記
導入部（２３０）は、前記チャンバ（２１０）の入口から上方に一定の高さで延長するよ
うに構成することができる。そして、前記導入部（２３０）と対応するように、前記挿入
部（１００）の一側に前記導入部（２３０）の内壁と密着して前記チャンバ（２１０）を
密閉する密閉部（１３０）を備えることができる。
【００７９】
　すなわち、前記導入部（２３０）は、上方に開放した形態に形成され、前記第１固定部
（１１０）と第２固定部（１２０）に付着されたサンプル獲得用テープ（１０）がチャン
バ（２１０）内部に挿入されると、前記密閉部（１３０）は、前記導入部（２３０）内に
嵌め込まれてチャンバ（２１０）を密閉するようになる。
【００８０】
　さらに、前記導入部（２３０）と密閉部（１３０）は、横に切断した時、断面が楕円状
になっていてもよい。もし、四角状になると、密着力が満遍なく分布されず、角部分へと
サンプルが流出することがあり、円状で構成すると、密着力は満遍なく分布するものの、
体積が大きくなる短所がある。したがって、本実施例では、前記導入部（２３０）と密閉
部（１３０）の断面が楕円状になる場合を提示した。この時、前記密閉部（１３０）は、
強度補強のための多数の補強リブ（１３２）を備えることができる。前記補強リブ（１３
２）は、前記密閉部（１３０）の形態が、本体部（２００）との結合時に変形しないよう
に強度を補強しながら、前記導入部（２３０）の内壁への密着力と固定力を高める役目を
する。
【００８１】
　一方、本発明の一実施例による生体分子抽出器（１０００）は、前記挿入部（１００）
または本体部（２００）に備えられる少なくとも１つの吐出部（３００）を有するが、本
実施例では、前記吐出部（３００）が前記挿入部に設けられる場合を例に挙げている。
【００８２】
　ここで、前記吐出部（３００）は、前記密閉部（１３０）を貫通し、前記チャンバ（２
１０）と外部とを連通してサンプルを排出する吐出流路（３１０）と、前記吐出流路（３
１０）の終端に備えられ、サンプルを定量吐出させることができるように、前記吐出流路
（３１０）の内径よりも大きな内径を有した拡張吐出口（３２０）を含んでなることがで
きる。
【００８３】
　前記吐出流路（３１０）は、一端が前記チャンバ（２１０）と連通され、他端は前記拡
張吐出口（３２０）と連結され、これを介してタンパク質抽出が済んだサンプルが外部に
吐出され得る。吐出流路（３１０）は、死空間を最小化し、全体の吐出総量を増加させる
ために、拡張吐出口（３２０）の前までは最小限の内径を有するように設計しなければな
らず、本実施例では、吐出流路（３１０）は、拡張吐出口（３２０）の半分の大きさであ
る、直径８５０μｍの流路径を有する。
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【００８４】
　この時、前記拡張吐出口（３２０）の内径の大きさを調節して排出されるサンプルの量
を定量に調節することができるが、吐出量は、図９を参照して下記のような算式により計
算することができる。具体的に、拡張吐出口（３２０）から出て形成された抽出サンプル
の単一液滴（ｄｒｏｐｌｅｔ）の重さによる重力（ｇｒａｖｉｔｙ ｆｏｒｃｅ）と、吐
出口に吊られていようとする表面張力（ｓｕｒｆａｃｅ ｔｅｎｓｉｏｎ）との平衡状態
を通じて設計することができる。
【００８５】
　　　　　　　　　　＜数式＞
　　　　　　　　　　Ｓｕｒｆａｃｅ ｔｅｎｓｉｏｎ：Ｆγ＝πｄγ
　　　　　　　　　　Ｇｒａｖｉｔｙ ｆｏｒｃｅ：Ｆｇ＝Ｆγｓｉｎα
　　　　　　　　　　ｍｇ＝πｄγｓｉｎα
　　　　　　　　　　ｍｇ＝πｄγ
　　　　　　　　　　Ｗ＝２πｒγ
　　　　　　　　　　Ｗ：ｗｅｉｇｈｔ ｏｆ ｄｒｏｐｌｅｔ、ｒ：ｒａｄｉｕｓ ｏｆ 
ｏｕｔｌｅｔ、γ：ｓｕｒｆａｃｅ ｔｅｎｓｉｏｎ
【００８６】
　本実施例において、前記吐出流路（３１０）の内径は約８５０μｍからなり、前記拡張
吐出口（３２０）の内径は１.７ｍｍからなるが、拡張吐出口（３２０）の内径を１.７ｍ
ｍにした場合、理論的なサンプルの単位吐出量は、約３７.７μｌとなる。
【００８７】
　そして、これを実際に製品を製造した後、超純水（Ｄｅｉｏｎｉｚｅｄ Ｗａｔｅｒ）
と溶解剤（２０）を加えて、１０個の生体分子抽出器（１０）をそれぞれの条件で２回ず
つ測定及び実験を行った。その結果、下記表１に示したとおり、実際の単位吐出量が３５
.５±２μｌと測定され、本発明による生体分子抽出器（１０００）を介して、サンプル
が実質的に定量吐出されることを確認することができる。
【００８８】
【表１】

【００８９】
　このように本発明の一実施例による生体分子抽出器（１０００）は、別途の定量装置の
ない単純な器具であって、一定量のサンプルを精密に吐出することが可能であるので、抽
出後、検査キットに吐出して行う後続作業において正確な実験結果を導き出すことができ
るという長所がある。
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【００９０】
　前記拡張吐出口（３２０）には、脱着可能なシーリングキャップ（１４０）がさらに設
けられ、サンプルが任意に吐出されることを防止して使用者の安全を図ることができる。
【００９１】
　一方、使用者がサンプルを吐出する時、外力を加えることができるように前記チャンバ
（２１０）の外壁に形成され、前記サンプルを押圧する押え部（２１２）を備えることが
できる。基本的に、前記チャンバ（２１０）の外壁中で、上述した前記第１固定部（１１
０）の曲線状が成す中空部分に対応する領域が、押え部（２１２）を形成するようになる
。
【００９２】
　具体的に、使用者が前記押え部（２１２）を押圧することにより抽出したサンプルを吐
出させるが、圧力を印加する時、チャンバ（２１０）の内壁が放物線状に撓みながら、抽
出したサンプルが出口を介して押し出されるようになる。
【００９３】
　図１０は、本発明の一実施例による生体分子抽出器の押え部の変形例を示した斜視図と
部分断面図及びチャンバ内壁の押圧時の変形図である。
【００９４】
　図１０に示されたように、均一な圧力の印加を通じて回収率を増加させるために、変形
された形態の押え部（２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ）を提示する。
【００９５】
　先ず、本実施例における前記押え部（２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ）は、周辺外壁よ
りも大きな厚さを有する陽刻形態に形成することができる。図１０（Ｂ）と図１０（Ｃ）
に示されたように、前記押え部（２１２ａ、２１２ｂ）は、円状の陽刻を形成するように
構成されるか、または図１０（Ｄ）に示されたようにホイール（ｗｈｅｅｌ）状に形成す
ることができる。射出成形時、厚さまたは高さが２ｍｍ以上になる形態の構造物の場合、
溶融されたプラスチックが金型内の構造物を完全に満たすことができずに空洞ができるか
、或いは射出後の冷却時、残留応力（ｒｅｓｉｄｕａｌ ｓｔｒｅｓｓ）が集中して構造
物が変形したり、ひび割れが容易に発生するという問題点がある。これにより、ホイール
（ｗｈｅｅｌ）状の押え部の場合、このような射出成形時における問題点を最小化するこ
とができる。このように押え部（２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ）を構成することにより
、均一に圧力を印加してサンプルを吐出することができる。
【００９６】
　さらに、本発明の実施例による生体分子抽出器は、前記押え部（２１２ｂ、２１２ｃ）
の周囲に形成され、周辺外壁よりも小さな厚さを有する陰刻部（２１４）をさらに含んで
なることができる。前記陰刻部（２１４）は、押え部（２１２）周辺の厚さを減らして撓
みが容易に起こるようにする。
【００９７】
　上述した変形例を適用すると、押圧されるチャンバ（２１０）の内壁が放物線状から直
線状に均一に押されるようになり、使用者の指の形や加える力の大きさに関係なく、均一
な圧力の印加が可能であり、これを通じてサンプルの回収率を増加させることができる。
【００９８】
　図１１は、本発明の一実施例による生体分子抽出器を用いて生体分子（タンパク質）を
抽出する過程を示した工程図である。
【００９９】
　図１乃至図１１を参照して、本発明の一実施例による生体分子抽出器（１０００）を介
した生体分子（タンパク質）抽出方法を説明すると、次のとおりである。
【０１００】
　先ず、２つのサンプル獲得用テープ（１０）を被験者の肌に貼ってから引き剥がして肌
の組織を採取する。そして、これを挿入部（１００）に備えられた第１固定部（１１０）
と第２固定部（１２０）を中心として対向するように接着する。
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【０１０１】
　その後、本体部（２００）のチャンバ（２１０）内に溶解剤（２０）を注入し、前記挿
入部（１００）を本体部（２００）内に挿入する。この時、前記溶解剤（２０）は、チャ
ンバ（２１０）内にあらかじめ収容され、遮蔽膜（２１８）により密封した状態で提供す
ることができる。
【０１０２】
　さらに、前記サンプル獲得用テープ（１０）がチャンバ（２１０）内に位置した状態で
生体分子抽出器（１０００）を１～２回振って、１分または必要に応じて数分間静置して
おく。この過程において細胞が溶解剤（２０）に溶解され、タンパク質が抽出される。
【０１０３】
　そして、シーリングキャップ（１４０）を外した後、押え部を押圧してタンパク質が抽
出されたサンプルを検査用キット（ｋｉｔ）の流入口に吐出させた後、抗体反応を通じた
検査を進める。
【０１０４】
　図１２は、本発明の他の実施例による生体分子抽出器の斜視図であり、図１３は、本発
明の他の実施例による生体分子抽出器の断面図であり、図１４は、本発明の他の実施例に
よる生体分子抽出器の平面図である。
【０１０５】
　図１２乃至図１４を参照すると、本発明の他の実施例による生体分子抽出器（２０００
）は、同様に大きく、挿入部（４００）と、本体部（５００）と、吐出部（６００）とを
含んでなることができる。
【０１０６】
　ここで、前記吐出部（６００）は、前述した実施例とは異なり、挿入部（４００）では
なく本体部（５００）に備えられていてもよい。前記挿入部（４００）は固定部（４１０
）を備えるが、サンプル獲得用テープ（１０）が嵌め込み結合により物理的に結合するか
、或いは固定部（４１０）に接着剤を塗布して接着固定することができる。
【０１０７】
　本実施例において、前記固定部（４１０）は、２つのサンプル獲得用テープ（１０）が
固定される場合を提示したが、必要に応じて単一または３つやそれ以上のサンプル獲得用
テープ（１０）を固定して適用することも可能である。
【０１０８】
　前記挿入部（４００）と本体部（５００）は、連結部（５５０）により連結することが
できる。前記本体部（５００）は、導入部（５３０）を備えており、前記挿入部（４００
）には、それに対応するように密閉部（４３０）を備えることができる。
【０１０９】
　一方、前記本体部（５００）には、溶解剤が収容されるチャンバ（５１０）が備えられ
ていてよく、前記挿入部（４００）が本体部（５００）に挿入されることにより、前記固
定部（４１０）に固定されたサンプル獲得用テープ（１０）は前記チャンバ（５１０）の
内部に挿入され得、チャンバ（５１０）内にある溶解剤により生体分子の抽出が進められ
得る。
【０１１０】
　生体分子抽出が完了すると、使用者は、チャンバ（５１０）の外壁に形成された押え部
（５１２）を押圧して、抽出したサンプルを吐出部（６００）を介して排出させることが
できる。この時、前記押え部（５１２）は、前述した実施例で説明した多様な変形例が同
様に適用され得る。
【０１１１】
　これまで説明した本発明の実施例による生体分子抽出器は、次のような効果がある。
【０１１２】
　第一、殆どの既存のタンパク質または核酸の抽出方法は、細胞間結合または細胞膜を破
壊するために機械的または物理的衝撃の印加、繰り返しの遠心分離及びフィルタリング、
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さらにその他の工程など合計２０～３０分以上が所要されたが、本発明の生体分子抽出器
は、サンプルの固定及びバッファの注入、挿入部の結合及び混合、静置及び抽出などの全
ての過程を５分以内に行って、所要する時間を画期的に低減することができる。
【０１１３】
　第二、無衝撃、無動力方式であるので、複雑なシステムや広い実験空間を必要とせず、
使用者の安全性を確保することができ、極少量のバッファを適用して使い捨て用として用
いるため、廃棄物による弊害を防止することができる。
【０１１４】
　第三、死空間（ｄｅａｄ ｓｐａｃｅ）を最小化し、ＳＡ：Ｖ ｒａｔｉｏを非常に大き
くして、外力なしにタンパク質の抽出が可能であるだけでなく、高濃度での抽出が可能で
あり、抽出後の定量吐出が可能であるので、検査キットを通じた正確な検査が可能である
。
【０１１５】
　第四、細胞内タンパク質の抽出過程を単純化し、遠心分離機やピペットなどの付帯機器
を必要とせずに１つのデバイス（ｄｅｖｉｃｅ）として独立した使用が可能であり、熟練
度に関係なく使用することができるので、使用者の便宜性を高めることができる。
【０１１６】
　以上では、本発明の一実施例（肌の組織に対する応用例）を参照して説明したが、当該
技術分野の当業者は、以下に述べる特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域か
ら逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更して実施することができる。本発明
において提示された抽出器は、多様なバイオマスから各種の分析及び診断に使用可能な多
様な生体分子を抽出することに用いることができる。その応用範囲は、生命工学、分子生
物学、医学、薬学、美容、遺伝工学、診断、保健など多様であり、制限されるものではな
い。したがって、変形された実施が基本的に本発明の特許請求の範囲の構成要素を含んで
いれば、いずれも本発明の技術的範疇に含まれると見なすべきである。
【図１】 【図２】
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